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☆自動車整備士資格取得迄の流れ

平成29年度検定試験を、下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。

【検定試験（学科及び実技）受験申請】
　表記試験の学科及び実技試験の受付を下記の通り行います。

記
１．試　験　日  　 （学科）平成29年７月26日（水）
　　　　　　　　　（実技）平成29年９月３日（日）
２．試 験 種 類　　二級自動車シャシ
３．受 付 期 間　　平成29年５月１日（月）～５月12日（金）
４．受 付 場 所　　振興会教育課
５．申請手数料　　￥７，２００－（収入印紙）

※合否案内が必要な方は官製ハガキが１枚必要です。
平成29年６月１日より、はがきの値段が52円から62円に上がる為、52
円のはがきを使う場合は10円分の切手もご準備ください。

６．申　請　書　　振興会７番窓口にて販売（１枚　￥５０－）

自動車整備士技能検定試験実施のご案内

受験資格有り 自動車整備士技能検定試験（国が行う試験） 国
土
交
通
大
臣
よ
り

合
格
証
書
の
交
付

自
動
車
整
備
士

学科試験合格 実技試験合格

自動車整備士技能
登録試験（学科）

合格

（学科試験免除）

振興会技術講習所
または自動車科等
学校修了者または
登録試験（実技）

合格

（実技試験免除）

※試験合格者、講習修了者の免除期間は２年間です。
※学科試験及び講習終了の前後は問いません。

☆二、三級及び特殊の場合
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継続検査ＯＳＳ（ワン・ストップ・サービス）に関する
指定工場向け説明会開催のご案内

　国土交通省では、指定扱いの継続検査（登録自動車に限る）をＯＳＳとして全国展開すべく

準備を進めて参りましたが、遅れている部分もあるため、平成29年４月から一部の指定整備事

業者を対象とした「限定的運用」を行うとしております。

　今般、以下のとおり制度の説明会を開催することといたしました。３月号10～11ページの『継

続検査ＯＳＳの概要』を熟読の上、取り組みを検討する方は参加申込書に必要事項をご記入の上、

振興会／指導課までＦＡＸでお申し込みください。

　なお、この制度は、必ずしも実施しなければならないものではございません。

１．開催日時及び場所

開催支部 日　　　時 会　　　場
南予支部

平成29年４月17日（月）
10：00～12：00 南予支部技能研修センター

西予支部 14：00～16：00 西予支部研修センター
中予支部 ４月22日（土） 14：00～16：00 愛媛県自動車整備振興会
今治支部

４月24日（月）
10：00～12：00 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

東予支部 14：00～16：00 東予自動車会館

（注）募集人数が５名に満たない場合は、近隣の支部との併催または中止とします。

２．講　　師　　振興会職員

３．説明概要

　　①　ＯＳＳとは　　　　　　　約20分　　　②　保適証システムについて　約80分

　　③　質疑応答

４．申込締切　　平成29年４月20日（木）

５．資　　料　　２月号に同封しました『自動車保有関係手続のワンストップサービスについ

て』と『保適証サービス（電子保安基準適合証システム）ご利用マニュアル』

をご持参ください。

・・・・　＜継続検査ＯＳＳに関する説明会 参加申込書＞　・・・・
　振興会／指導課　行き　　ＦＡＸ：０８９－９５６－２１８８

指定番号 四運指第　　　　　　　　号

事業場名

参加人数 　　　　　　　　　　　　名

希望する会場
（○印をしてください）

4
終了

/17南予　  4
終了

/17西予　  4/22中予 　 4/24今治　  4/24東予

済
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愛媛運輸支局・独立行政法人自動車技術総合機構
愛媛事務所の人事異動のお知らせ

平成29年４月１日付

支局長　　宮武　卓（みやたけ　たかし） →　菅沼　利一（鉄道部長）
　　　　　愛媛県出身
　　　　　（前）鉄道部計画課長

次　長　　谷口　政賀津（たにぐち　まさかず） →　鈴木　保秀（総務部 
 　　安全防災・危機管理調整官）

首　席　　
　　（総務・企画観光部門）
　　　　　山下　文明（やました　ふみあき） 　　変更なし

　　（輸送・監査部門）
　　　　　谷本　昌啓（たにもと　まさひろ） 　　変更なし

　　（登録部門）
　　　　　目戸　孝憲（めど　たかのり） →　井手　克樹
 　　（自動車交通部 旅客課長）

　　（検査整備保安部門）　
　　　　　久保　泰孝（くぼ　やすたか） 　　変更なし

　　（海事部門）
　　　　　大麻　浩三（おおあさ　こうぞう） 　　変更なし

　　（運航労務監理官）
　　　　　俵原　一憲（たらはら　かずのり） →　青木　実（海上安全環境部
 　　次席運航労務監理官）

自動車技術総合機構　四国検査部 愛媛事務所
　　（所　長）
　　　　　真鍋　裕之（まなべ　ひろゆき） →　所谷　浩司（香川運輸支局
 　　首席陸運技術専門官）

Ⅱ．国土交通省、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会からお知らせ
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１．転入された方

発　　令 ( 新） 氏　　名 現　　職 ( 旧）

軽自動車検査協会 愛媛事務所
主任検査員

藤　原　友　邦
軽自動車検査協会 姫路事務所
主任検査員

軽自動車検査協会 愛媛事務所
検査員補

小　山　健　生
軽自動車検査協会 筑豊事務所
検査員補

２．転出された方

発　　令 ( 新） 氏　　名 現　　職 ( 旧）

自動車技術総合機構 四国検査部 
愛媛事務所 自動車検査官

松　下　修　平
軽自動車検査協会 愛媛事務所
主任検査員

軽自動車検査協会 香川主管事務所
非常勤嘱託

富　岡　茂　樹
軽自動車検査協会 愛媛事務所
シニアアドバイザー

平成29年４月１日付

軽自動車検査協会 愛媛事務所の

人事異動のお知らせ
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【指定工場の皆さんへお願い】
継続検査申請書（ＯＣＲシート）の記載にご注意ください！

愛媛運輸支局 検査整備保安部門からお知らせ
　４月１日から継続検査ＯＳＳが開始されることに伴い、自動車登録検査業務

電子情報処理システム（ＭＯＴＡＳ）も改正されます。

　４月３日（月）以降、ＯＣＲシートを使用して継続検査の申請を行う際には、

様式右上にあります『⑳　証明書指示』の欄に、『１』を記入して提出してくだ

さい。

『１』を
記入してください。

１

注１．　記入が無い場合は、システム処理が中断することになりますので、お時間をいた

だく場合があります。予めご了承ください。

注２．　旧様式も使用できますが、⑳の欄がありませんので、窓口で職員が入力します。

この場合、検査証の返付にお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
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お願い ～ＯＣＲの記載について～
　平成29年４月から保安基準適合証の電子化が開始されることに伴い、関連するＯＣＲ

シートに証明書指示欄及び□チェックの欄が追加されました。

　平成29年４月からは、これまでどおり保安基準適合証の電子化を利用せずに新規検査、

継続検査、予備検査（保安基準適合証のみ）、の申請を行う場合には、証明書指示欄に以
下に該当する番号を記載することとなり、電子化を利用する場合にはチェックの欄□に
が必要となります。

　つきましては、自動車検査証の交付等を円滑に行うため、証明書指示欄に番号の記載を
お願いします。

＜電子保適証を利用しない場合＞

＜電子保適証を利用する場合＞

保安基準適合証の電子
化を利用せずに、これ
までと同様に申請され
る場合には、証明書指

示欄に「１」を記載
してください。

保安基準適合証を電磁
的に提供した場合は下
欄の□にチェック（ ）
が必要です。

�証明書指示
空白

以下の書面に記載すべき事項が登録情報処理
機関に提供された場合はチェックして下さい。
　□  保安基準適合証

�証明書指示

1　保・自提出
2　保適証提出
3　自賠責提出

1

　※ご不明な点は、窓口職員にお問い合わせください。

軽自動車検査協会　愛媛事務所





— 10 —



— 11 —



— 12 —



— 13 —



— 14 —



— 15 —

Ⅲ．お知らせコーナー

指定工場の皆さん必読！！
【騒音計の巡回検定のお知らせ】

自動車用普通騒音計の検定（校正）は５年毎の受検が義務付けられておりますが、今年

度も一般財団法人日本品質保証機構（以下、ＪＱＡといいます。）による移動検定が下記

のとおり実施されます。受検対象となる事業場には、５月中旬頃にＪＱＡから検定のご案

内が届きますので、必ず受検していただきますようお願い申し上げます。

なお、今年度の受検対象となる事業場は、『検定有効期間の満了する日』が平成29年６

月～平成30年５月までの騒音計をお持ちの事業場となります。この検定を受検しないで

検定の有効期間が満了した場合は指定扱いができなくなるとともに、ＪＱＡに騒音計を

送って受検していただく必要がありますので、ご注意ください。

実　施　日：平成29年６月２日（金）

場　　　所：振興会・技能センター

検　定　料：１８，３００円

《騒音計の検定に関するお問い合わせ》

ＪＱＡ 関西試験センター 計器検定課

ＴＥＬ　０７２－９６６－７２００

一　　般
社団法人 愛媛県自動車整備振興会／指導課

ＴＥＬ　０８９－９５６－２１８１

機械に張り付けられたラベ
ルをご確認ください。
上の段が検査を受けた年
月、下の段が検査が切れる
年月です。

（例）
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継続検査のＯＳＳ化に伴い
保安基準適合証等の取扱い通達等が改正されました

　継続検査ＯＳＳが４月から開始されることに伴い、保安基準適合証等の取扱い通達等が改正

されましたのでお知らせします。以下に改正の概要を記載しますが、通達の全文は、振興会ホー

ムページの『会員向け Topics & news』４月３日の記事をご覧ください。

（（（主な改正の概要）））
「保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて」

検査員必携　Ｐ１５２３～

１．保安基準適合標章の「有効期間が満了する日」の表示は、赤色または黒色の何れかで表

示することになりました。

２．保安基準適合証等を電子化する場合の取扱要領が新設されました。

３．電子保適証を利用する際の、適合標章の授受出納簿が新設されました。

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて」

検査員必携　Ｐ１５６１～

１．電子保適証を利用する際には、自賠責保険（共済）の証明書番号及び保険会社名を入力

することが規定されました。

２．紙の保適証は保険契約者名の欄が削除され、自賠責保険の情報を記載する欄が以下のよ

うに変更されました。

証明書番号 保険会社

　ただし、現行の保適証は、当分の間、これまで通り使用することができます。「保険契約者

名」の欄は記載されてもされなくても結構です。

「保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間と自動車損害賠償責任保険の取扱いについ

て」（最終の検査申請日の取扱い）� 検査員必携　Ｐ１５６５～

１．電子保適証を利用する際には、「最終の検査申請日」を入力することが規定されました。

「指定自動車整備事業における自動車検査証への走行距離計表示値記載に係る取扱いについて」

� 検査員必携　Ｐ１５８１～

１．電子保適証を利用する際には、「走行距離計表示値」を入力することが規定されました。
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「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計に関する取り扱いについて」の細部取扱いについて

� 検査員必携　Ｐ６６４関係

１．保安基準適合証に「有効な自重計技術基準適合証を確認した」ことを記載して提出する

ことにより、自重計技術基準適合証の提示を省略することができます。

２．有効な自重計技術基準適合証が提示されなかったとき、または、保安基準適合証に「確

認した」ことの記載が無い場合は、自重計の点検を受けるよう指導する文書を印刷して、

自動車検査証を返付します。

改正日：平成29年４月１日
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継続検査ＯＳＳ等の際に使用する
承諾書等をご活用ください

継続検査等の際に指定整備事業者が交付する保安基準適合証や自賠責

保険を電子化する場合は、電子情報を登録情報処理機関に提供すること

等について、予めお客様に承諾を得ておく必要があります。また、認証

工場においては、自賠責保険を取り扱っている事業者が、継続検査等の

際に自賠責情報を登録情報処理機関に提供する場合も、予めお客様に確

認する必要があります。

このため日整連では、継続検査等でＯＳＳ等を利用する際に指定整備

事業者がお客様に使用する承諾書（19ページ）及び認証工場が継続検査

等の際に使用する確認書（21ページ）を作成しましたのでご案内いたし

ます。

電子申請を活用する際に、ご利用ください。
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振興会会長表彰候補者の推薦について

優良従業員等の会長表彰を下記の要領で受付しますので「愛媛県自動車整備振興会表彰

規程」に基づき、該当者を別紙の「優良従業員等会長表彰推薦書」に「履歴書」を付けて

４月25日（火）まで に各支部長宛に提出してください。

なお、表彰式は６月９日（金）振興会定時総会当日行います。

支部名 支部長名 所属事業場 所　　在　　地 電話番号

東予 星川　　茂 ㈲星川モータース 四国中央市妻鳥町697番地４ 0896－56－3514

今治 村上　則雄 ㈱波方自動車 今治市高部字馴合甲437－６ 0898－41－7711

中予 山本　　貢 山本自動車工業㈱ 松山市美沢２丁目５－33 089－924－0220

西予 大塚　　兢 ㈲宇和大陽モータース 西予市宇和町下松葉356 0894－62－1515

南予 末廣　享三 ㈲末広モータース 宇和島市和霊元町４丁目１－８ 0895－22－5450

愛媛県自動車整備振興会表彰規程
（目　　的）

第１条　輸送の重責を担う自動車業界にあって、整備業務並びにこれに関連した業務に精

励し、又は業界に寄与した功績顕著なる者。あるいは団体に対してこれを表彰し、関係

者全般の勤労意欲を高揚し、資質の向上を図ることを目的とする。

（表彰方法）

第２条　この表彰は、次の方法により行うことを原則とする。

１．表彰は毎年１回定時総会の当日に行うことを原則とする。

２．被表彰者は事業主、教場長又は支部長より推薦された者又は、団体は選考委員会に

おいて審議決定する。但し団体表彰の場合は役員会に付議することができる｡

（表彰資格）

第３条　被表彰者の資格は、次の各号一に該当する者とする。但し３～８号に係る者は､

３年以内に重大な交通違反をした者を除く。

１．顕著なる改造又は優秀なる創意工夫をなし業務上に貢献した者。

２．重大事故を未然に防止し又は重大事故に際し、特に適切なる措置を以て被害を最小

限度に止めた者。
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３．本会の会員事業場の事業主として、自動車整備業界の振興に著しく貢献し、会の運

営に功績のあった者。

４．会員の事業場の事業主及び従業員であって自動車整備に関し、会の名誉並びに地位

向上に著しく貢献した者。

５．他の模範として特に表彰に値し、年齢40歳以上の者。

６．従業員であって同一事業場に15年以上引き続き勤務し、年齢40歳以上の者｡

７．整備士講習所講師であって、永年勤続し、他の模範として表彰に値する者。

８．永年この業務に勤続し、平素の行状並びに業務能率極めて優秀である者。

９．ブロック又は支部等の団体であって、特に顕著な功績があり表彰に値する者。

（表彰手続）

第４条　表彰を申請しようとする者は、第１号様式による優良従業員等会長表彰推薦書に

履歴書一通を添えて、支部長経由で本部事務局に提出すること。但し、団体の場合は任

意様式により、団体名及び表彰に値する内容を詳しく記入し、支部長経由で本部事務局

に提出すること。

（表 彰 状）

第５条　第２条により表彰するときは、第３条６・８号の場合は第２号様式、７号の場合

は第３号様式による表彰状を授与する。但し、１～５・９号に該当する場合は本文に代

わって各々の内容を入れる。

（付　　則）

（１）第３条７号の永年勤続とは、講師にあっては、５年以上の者。

（２）第３条８号の永年勤続とは、

（イ） 従業員（事業主を含む）であって20年以上勤務し、年齢40歳以上の者｡

（ロ） 会社役員にあっては、15年以上（団体役員にあっては10年以上勤務し､ 年齢40

歳以上の者。）

（３）被表彰者には会長名による副賞を添える。

（４）本規程の改廃は理事会で行う。
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優良従業員等会長表彰推薦書

事 業 場

所 在 地

〒

名 称

代 表 者 氏 名

職 名

担 当 業 務

勤 続 年 数 　　　　　年　　　　　　か月

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日 昭和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

表彰に値する
功 績 概 要

備 　 考

１、整備士にあっては、 備考欄に１級、 ２級、 ３級の取得年月日と種類を記入すること。

２、履歴書一通を添付すること。 勤務した全ての会社名並びに団体歴等を記入すること。

（このページをコピーして使用してください）
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事業用貨物自動車は、
運行記録計（タコグラフ）の装着義務付けが拡大されています

　国土交通省では、貨物自動車運送事業法に基づく省令で、平成27年４月１日以降登録さ

れた事業用の新車については、運行記録計（タコグラフ）の装着範囲を「車両総重量７ト
ン以上または最大積載量４トン以上」に拡大しています。しかしながら、貨物自動車運送

適正化事業実施機関の巡回指導において、運行記録計の装着が必要となった車両に装着さ

れていない車両が多いという報告がありました。

　つきましては、事業用貨物自動車の入庫がありましたら、以下の点についてご確認くだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。

１．事業用貨物自動車に係る運行記録計の装着が必要な範囲は、「車両総重量７トン以上
または最大積載量４トン以上」に拡大しています。

２．新車は平成27年４月１日か

ら、使用過程車は平成29年

４月１日から義務付け開始

となっています。（既に、全
ての事業用自動車が、義務
付け対象となっています。）

３．貨物自動車運送事業者の運

行記録計による記録違反は、

車両使用停止処分等の対象

になります。

注意！
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　全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例（苦情・問い合せ含む）のうち、今月は、９件を掲載いたします。

Ｃａｓｅ１　雨漏れ修理が不完全だったためルーフ内

張部が変色した

平成28年10月７日　鳥取県　男性

車名：乗用車　　登録年月：平成16年

走行距離：不明

【相談】

平成28年８月にディーラー（会員、指定工場）で雨

漏り（フロアに水がたまる）の修理を行って貰ったが、

その後も同様の症状があり再修理を依頼した。代車が

無い等の理由で、２週間以上再修理にかかって貰えず、

９月末になってようやく再修理をして貰った。この間

にルーフ部に水が入ったのか、ルーフの内張部が湿っ

たようになり変色が発生してしまっている。苦情を言

うと、年数のたったクルマなので、経年劣化でやむを

得ないと言われたが、原因は最初の不完全な修理にあ

るのではないか。作業担当者は、知人なので言いにく

いのだが、店長、工場長等上司と話がしたいと言って

も聞いてくれない。

【対応】

相談者は、名前等を工場に伝えても良いとのことな

ので、苦情内容を工場長に伝えて適切に対応するよう

にお願いすることとした。10月７日、ディーラーに連

絡を取る。工場長が不在のため、検査員に相談内容を

伝えた。検査員も内容は承知していた。相談者は、メー

カーの相談窓口にも苦情を入れており、店長も内容は

知っている。担当者の知人でもあり、担当者が連絡し

ようと電話しても電話に出ないため、現在様子見して

いる状態とのこと。相談者が店長等上の人間との話を

要望していることを伝えて、電話を終える。

Ｃａｓｅ２　発注済みの部品をキャンセルしたい

平成28年10月11日　兵庫県　男性

車名：輸入車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】

保証なしの輸入車を貴会会員ではない中古車店で購

入した。納車後１週間でウインカーが作動しなくなっ

たが、並行輸入車ではないので貴会会員工場（正規販

売店）に持ち込んだところ、快く修理を引き受けてく

れ、その場でテスターにかけて、「ボディー電装ＥＣ

Ｕの不具合」という診断を下した。ただ、「部品は本

国発注となり、発注をかけるとキャンセル出来ない」

と言われた。もとより、修理しないと車に乗れないの

で発注をかけて貰い、支払いはこの時にカードで行っ

た。ところが、３日ほど経ちトラブルが直った。その後、

２週間以上経つが、一度もトラブルは再発していない。

そこで部品のキャンセルをお願いしたところ、「発注

時の約束で、キャンセル出来ないことは了解済みのは

ずだ」ということで取り合ってくれない。しかも部品

は数日後に到着する。私は故障していると言われたか

ら発注を了解したのであり、診断を鵜呑みにした（素

人なので鵜呑みにせざるを得ない）だけで当方に落ち

度はないと思っている。現在も症状は全く出ておらず、

誤診ではないかと思っている。工場は返金できない（工

賃は返して貰った）と言うが、私は以上の理由で、壊

れていないので全額返金（カードで支払い済み）して

貰いたいが、現状、話が平行線で前に進まない。何か

譲歩案のようなものを貴会会員工場に提案して貰えな

いだろうか。

【対応】

申し訳ないが金銭的な話には介入しない。譲歩案や

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例のご紹介
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落としどころについても提案出来ない。ただ、話を聞

き、苦情があったことについて当該事業場に報告した

上で「話し合いをして欲しい」ということは伝えたい。

部品発注時にキャンセルが効かないことについて説明

を受け了解しているのでそのあたりがどうか。とりあ

えず工場には電話をしてみた。サービス責任者が不在

でこの話についてわかる人が居らず次週以降、もう一

度連絡してみると言って一旦電話を切った。後日、サー

ビス責任者に話を聞くとイモビライザーが装着されて

おり、ボディーＥＣＵ内に埋め込まれたチップにそれ

らのデータ等を書き込んでから輸出されるので、輸出

先より出庫されたＥＣＵは当該車両にしか使えず、だ

から返品が叶わないということがわかった。そのあた

りは事業者から相談者にきちんと説明されているよう

だったが、当方に説明した内容では相談者が自分に不

利となるような情報を伝えてきていなかったというこ

とが大きな問題のように思えた。やはり話は双方から

聞くべきだということを痛切に感じた一件だった。そ

の後双方から連絡はない。

Ｃａｓｅ３　車検後に車体のゆれがひどくなった

平成28年10月18日　長野県　男性

車名：不明　　登録年月：平成９年

走行距離：約115,000㎞

【相談】

以前から60㎞／ｈ～80㎞／ｈで車体がガタガタゆれ

ていたが、今回車検から戻ってきてから40㎞／ｈでガ

タガタゆれる。下回りを見ると、車を支えている横に

走るバーが折れている。これを事業場に言っても素っ

気無い対応のため、相談できるところは無いか。以前、

側溝に左側を落としたことがあり、それからガタガタ

するようになった、恐らくキングピンの曲がりだと思

う。ガタガタゆれることについては整備依頼していな

い。一日車検実施。引取り後、車に乗ると停止状態か

ら加速して40㎞／ｈ付近からガタガタゆれるようにな

り、減速しても停止するまでゆれが止まらなくなって

いた。不安に思い、整備工場に電話で確認したところ、

「足回りはいじってないので、車検整備でおかしくなっ

たとは思えない。ただし、車両をリフトで上げるとき

に、弱っていたところが更におかしくなったのではな

いか」との返答。対応が素っ気無さすぎる。元に戻し

て欲しい。

【対応】

相談者は、整備工場に連絡して貰って良い、修理し

て頂けるならそれで全然かまわない、とのことであっ

たので、当方において整備工場に連絡をすると、「対

応についてはまずかったと思う。お客様にはお詫びを

したい。是非、当事業場にて確認、修理をさせて欲しい」

ということで、直接相談者と連絡を取り対応するとの

ことであった。後日、車を預かって確認、修理を進め

る旨の連絡があった。

Ｃａｓｅ４　購入後２ヶ月でクラッチワイヤーが切れ

た

平成28年10月20日　兵庫県　男性

車名：二輪車　　登録年日：不明　　走行距離：不明

【相談】

購入後２ヶ月でクラッチワイヤーが切れた。欠陥

車を売りつけた工場を訴えたいと思っている。その前

に近所のバイク屋（認証工場）に相談したら、貴会が

相談に乗ってくれると聞いたので電話をした。相談に

乗って欲しい。

【対応】

購入店を聞いたが言わない。バイクは400cc 車だと

言うので、「新車ならクレームで直してくれる」と言っ

たが、中古車だということだった。しかも、相談者は

購入者本人ではなく、娘が購入したのだと言う。購入

条件も相談者にはわからず、保証内容については販売

証明書に「整備士がきちんと整備しています」と印刷

してあるだけで、何をどこまで保証するのか一切書か

れていないと言う。ここで改めて工場名を聞くと、や

はり聞いたことがない。所在地を聞き探してみたが、
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その近辺に当会会員工場はないので認証工場と未認証

工場の違いを簡単に説明した。しかし、「駅前にあり、

フラッと立ち寄ったバイクショップが貴会会員工場か

どうか、また、認証があるかどうかなど我々素人が調

べて買う訳がない。まして購入したのは娘だ。そんな

こと分かる訳ないだろう！」とだんだんテンションが

上がってきたので、「だから当会はＣＭを流し新聞等

に載せて、こういったトラブルにならないよう黄色い

看板の工場で修理（購入）しましょうと訴えている。

ついでに言うなら、通常、中古車の消耗品に保証はな

いので瑕疵担保責任を盾に未認証工場と争っても得る

ものは少ないと考える。それを行うのも勝手だが、当

会にはなんの関係もない」と一気に畳み掛けた。「素

人だから」「知らないから」とか、「わからないから」

という人は多いが、そういったことはなんの自慢にも

ならない。それを声高に叫んで当会に苦情を言ったと

ころで、クラッチワイヤーが新品になることはない。

相談するのなら今回のようにトラブルになる前、買う

前にして欲しかったし、そもそも今回最初に相談した

近所の認証工場で購入すれば良かったのではないか？

他所で購入した中古車の相談を近所の二輪認証工場に

相談すること自体、失礼だと思わないのか？最初から

そこで新車を購入すれば良かったのではないか？「新

車は高い！」と言って中古車を購入したのだから、そ

れなりのリスクはある。とにかく、今回の未認証工場

の苦情・相談には乗れないし、知らない、わからない

と言うのなら、知る努力くらいして欲しいと言って、

電話を切った。

Ｃａｓｅ５　車高を下げる改造を行った後、元に戻せ

ないと言われた

平成28年10月24日　富山県　女性

車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】

ディーラーで新車を購入後、自動車用品店（未認

証、非会員）にて車高を下げる改造を行った。この時、

違反にならない範囲（構造変更が不要の範囲）にと依

頼。タイヤ交換と足回りの改造を施工。その後、ディー

ラーで定期点検を依頼すると、｢改造されているので、

このままでは点検を行うことができない。元に戻す

か、構造変更が必要｣ と言われた（車高は車検証記載

の高さからマイナス８㎝）。その旨を、改造を依頼し

た自動車用品店に言うと、「ウチで施工を行った時は

違反にならない範囲であった。経年劣化等で車高が下

がったのではないか？施工時は1.5インチダウン（約3.8

㎝リーフスプリングに1.5インチのブロックを入れたの

か？）のキットを使用し、それ以上は下がっていない。

それ以上車高が下がっていたと言うなら、それを証明

してくれ」と言われた。｢元に戻して欲しい｣と言うと、

「ウチでは戻せない」とのこと。自動車用品店は半ば

開き直ったような感じの対応で、このような対応が普

通なのかという相談。

【対応】

自動車用品店の対応は普通ではないように思える

が、当会では非会員事業場についての相談には乗れな

いと説明。元に戻せない理由など聞きたいところだが、

それもできない。会員工場であれば、事実確認をし、

不適切な点があれば指導できるが、今回はお役に立て

ない。構造変更の必要性等、ディーラーからはしっか

り説明を聞いている様子で、今後はディーラーに整備

を任せる考えとのこと。最初からディーラーに任せて

おけば良かったと、少し後悔している様子であった。

Ｃａｓｅ６　車検２週間後に高速道路でオーバーヒー

ト

平成28年11月１日　福岡県　男性

車名：軽自動車　　登録年月：平成20年

走行距離：約230,000㎞

【相談】

＜経緯＞

◦数年前にＨ整備工場にて中古の軽自動車を60万円で

購入し、日頃からメンテナンスをお願いしており、

今回車検を終了した。
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◦車検から２週間目頃、肥料販売業を営む関係で高速

道路を走行していたところ、ガラガラ音とともにエ

ンジンがストップ、ＪＡＦを呼び130㎞の搬送となっ

た。

◦Ｈ整備工場へ車を持ち込んだところ、エンジンオイ

ル不足によるオーバーヒートが原因である旨、修理

費用20万円程の請求。

◦車検直後のオーバーヒートに対して疑問が生じ未払

い状態。

＜相談内容＞

車検時にエンジンオイルを入れ忘れたのでは、との

疑問と高齢者夫婦には車検代を含めた高額請求は出費

多難、支払うべきかの相談があった。また、整備工場

に対しては気遣いの意が示された。

【対応】

整備工場へ状況を確認したところ、車検の際に新油

を充てんしたのは間違いないとの回答。また、以前、

水漏れによるオーバーヒートの修理歴があり、使用頻

度や走行距離等で再度オーバーヒートが発生したもの

ではないかとのことであった。請求費用については経

済面に配慮してリビルトエンジンを推奨、了承を得て

20万円程の請求を行ったとの回答あり。相談者への請

求金額について疑問を解消されるよう、再度、懇切丁

寧に説明して頂くことで合意した。数日後、相談者へ

電話確認したところ、分割でも確実に支払いますとの

回答を得て、終了した。

Ｃａｓｅ７　車台番号がない車の車台番号再取得方法

平成28年11月７日　兵庫県　事業者

車名：輸入車　　登録年日：不明　　走行距離：不明

【相談】

当社は指定工場だが、車検で入庫した輸入車に車台

番号のないことがわかった。ユーザーに、「本来ある

べきところに車台番号がない」という話をすると、「以

前、事故でその部分を修理交換したことがある」とい

う話が聞けた。当然、車台番号がなければ車検には通

せない。その説明をしたところ、事故は２年前で当時

の修理代金は170万円だったということだ。この金額

でも全損としなかったことから、かなりの高級車であ

ることは理解できる。さて、職権打刻により元々のフ

レームナンバーを打ちこまなければ車検を受けること

が出来ない。かと言って、当時の交換した部品の残骸

が残っているはずもない。何か方法はないだろうか？

【対応】

どうしようもないとしか言いようがない。同一性を

証明出来なければ職権打刻も出来ないだろう。廃車に

するしか方法はないとは思うが、支局で相談してみた

らいかがかと言って、相談を終えた。

Ｃａｓｅ８　エンジンオイルの漏れは、ぶつけられた

事故の影響ではないか？

平成28年11月14日　富山県　女性

車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】

平成28年６月に駐車場に停めている時に、前回りを

ぶつけられてフロントバンパー交換。この頃から駐車

場の路面にオイル漏れの跡ができるようになり、点検

すると車両からオイルが漏れていた。修理見積りは約

10万円とのこと。10月にも同じように停めている時に、

再度前回りをぶつけられて、衝撃で車両が後方へ動き

リヤバンパーがフェンスにぶつかった。オイル漏れは

６月の事故が原因ではないか？修理に10万円かかると

いわれても困る、という相談。

【対応】

数点質問の結果、修理依頼をしたディーラー整備工

場から、事故とオイル漏れの関係について説明があり、

経年劣化等による漏れで事故とは関係なく、たまたま

漏れ始めた時期とぶつけられた時期とが重なったとの

こと。しかし相談者は信用していない様子で、急に降

りかかってきた修理代10万円が納得いかない様子。事

故の修理は相手の保険を使用。｢ディーラー整備工場
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は損傷状況を確認しバンパーのみの破損で、エンジン

本体には損傷はないと判断されたのでは？｣ と聞くと、

「バンパーから奥は詳しく見ていない。詳しく見なく

て整備ができるのか。納得できない｣ と言う。ディー

ラー整備工場に連絡の了解と、今回の相談の報告、事

実確認をし解決に向けて話し合って頂くように話す

等、当相談所の業務の範囲を説明し了解を得て一旦電

話を切る。ディーラー担当者へ連絡し、今回の相談内

容を報告。詳しく状況を聞くと、漏れているのはエン

ジンオイルでエンジン・リヤ・オイルシール部分。事

故の損傷はバンパーまでで、エンジンはもちろん、ラ

ジエターにすら届いていない。説明したが口頭のみ。

「バンパーから奥は詳しく見ていない」の発言につい

ては、板金修理は外注に出しているので、車両の損傷

レベルを確認した程度で、エンジンオイルが漏れてい

たかまでは確認していないとのこと。相談者には車両

を見ながら、事故とオイル漏れの因果関係が無いこと

を説明するのが良いと思われる。再度相談者へ報告の

電話。一度整備工場で車両をリフトで上げた状態で下

廻りを見ながらの説明を受けることを奨める。｢もし

整備工場の言い分が信用できないと思われるのなら、

事故に関して対応された保険会社に問い合わせてみて

は？｣ とアドバイスをして、相談を終える。

Ｃａｓｅ９　車検費用が高すぎるので減額を要請して

欲しい

平成28年10月28日　兵庫県　男性

車名：乗用車　　登録年日：不明　　走行距離：不明

【相談】

車検時に24ヶ月点検を受けたが、請求書には点検費

用34,920円と別にヘッドライト調整やブレーキオイル

の交換費用が請求された。これだけの金額を請求して

おきながら、追加費用が請求されたことに納得出来ず

電話をさせて貰った。大阪ではこんなに高価な請求に

なれば、何もかも「込み」となるのが常識だ。兵庫県

の事業者は暴利を貪っている。貴会会員工場に強く指

導し、減額を要請して欲しい。

【対応】

まずは、金額の減額要請を工場側に出来ないことを

説明。その後、工場名と整備内容、請求内訳を確認し

たが、保険と税金を除いた部品代金等も含めた金額の

合計がこれでは取り立てて高価だとは思えない。追加

料金に関しては、依頼時にどのような依頼をしたかが

問題。何と比べて高価なのか、客観的な根拠が不明。

単に「（主観的に）高い」とだけ言われても困る。そ

のあたりを質問すると、「大阪ではもっと安い」とい

うような理由しか言わない。金額の設定は各社まちま

ち。概算見積り（発行されている）でも明示されてい

る。それを受け取ってもこういった苦情になるのであ

れば、最初からあなたが言われ、基準とされている大

阪の安い車検を受けたら良かったのではないか？と言

い、また、その大阪の工場がどこの工場かは知らない

が、その金額に合わさせようとする苦情は当方では受

け入れられない。値段交渉だけならその工場と話をし

て欲しいとまで言うと、「知り合いの女性に、もっと

安くなるように言ってあげると言った手前、このまま

電話を切れない」ということを言った。要は自分の車

の苦情でもないということ。そこで、「苦情なら本人

からお願いしたい。代理人からの電話では話が又聞き

になり、本質が見えなくなる。仮にその女性が直接電

話をしてきても、金額減額要請についてはお断りする」

と言うと、「貴会を訴える」と言い始めたので、「どうぞ」

と言って私の名を名乗り、電話番号を記録してから電

話を切った。その後電話がかかってくることはなかっ

た。
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スキャンツール活用事業場認定制度がスタートしました
　平成25年４月１日よりスキャンツール活用事業場認定［コンピューター・システム診断認定店］
の申請が始まります。認定事業場には下記ツール（のぼり、卓上盾、看板）の掲示が可能となり、
お客様に事業場をアピールするツールとして、ご活用いただけます。

認定要件　①スキャンツール応用研修修了者
　　　　　　又は、一級小型自動車整備士が１名以上勤務していること。
　　　　　②スキャンツールを保有していること。

（J-OBD Ⅱ対応、DTC の読み取り・消去、作業サポート、フリーズフレームデータ、
データモニター、アクティブテストの機能を有するもの。）

　　　　　③ FAINES 通常会員に加入していること。
　　　　　④振興会会員であること。
　　　　　⑤上記ツール（のぼり、卓上盾、看板）のどれか一つ以上の購入

申請に必要なもの
　　　　　・申請用紙⇒ホームページ又は、次ページをコピーしてください。
　　　　　・スキャンツールの写真
　　　　　・応用研修修了証又は一級小型自動車整備士の合格証の写し（コピー）
　　　　　　＊認定には数日お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

のぼり（W600㎜× H1,800㎜）
2枚一組、竿無し 1,905円（税抜）

卓上盾（W180㎜× H240㎜）
2,857円（税抜）

看板（W600㎜× H498㎜）
4,333円（税抜）

整
　
　
備
　
　
士

事
　
　
業
　
　
場

申し込み 申請

認定修了証

都　道　府　県　自　動　車　整　備　振　興　会

スキャンツール
活用研修会の開催

◦基本研修（24年４月～）
◦応用研修（25年４月～）

認定審査（25年４月～）

◦応用研修修了者又は
　一級自動車整備士
◦スキャンツール保有
◦ FAINES 加入

研修修了証の交付 コンピュータ・システム
診断認定店

スキャンツール活用事業場認定制度フローチャート



— 32 —

 NO　　　　　　　　　

スキャンツール活用事業場認定申請書
［コンピューター・システム診断認定店］

平成　  　年　  　月　  　日

住所 電話番号

 認証番号

事業場名 ㊞　  FAINES 会員番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．応用研修修了者又は一級整備士【応用研修修了証又は一級整備士合格証書のコピーが必要となります。】

応用研修修了者又は一級整備士

氏名
応用研修修了証番号又は一級整備士合格証

番号

２．保有スキャンツール【写真が必要となります。】

メーカー名　　　　　　　　　　機種名 シリアル NO

　保有する機能に○をつけてください。

J － OBD Ⅱ対応 データモニター フリーズフレームデーター

DTC 読み取り・消去 作業サポート アクティブテスト

３．認定ツール【１つ以上の購入が必要となります。】

看板（N43720024）

４，３３３円（税抜）

卓上盾（N43710024）

２，８５７円（税抜）

のぼり旗（N43730024）

１，９０５円（税抜）

枚 枚

（２枚一組・竿なし（注））

セット

　＊ツール代金は後日、商品と引き換えでいただきます。

　＊振興会記入欄

振興会認定日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

備考

愛媛県自動車整備振興会
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インターネットを利用して

自動車整備に必要な情報をゲット！！

ＦＡＩＮＥＳでできること

・メーカーのマニュアルが直接閲覧できる。

・故障整備事例＆アドバイス情報を入手できる。

・各車種の主要諸元値、点検基準値、標準作業点数が確認できる。

・リコール情報が入手できる。

・ｅｔｃ・・・。

入会金（初回のみ） １２，０００円

基本料金（月額） １，３００円 （３カ月毎の引き落とし）

FAINES に関するお問合せは、自動車整備振興会技術・教育課まで。

※ 表示金額は全て消費税抜きの金額です
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技術相談窓口相談ルール厳守のお願い
並びに厳守事項と依頼書の一部変更について

平成27年９月３日に各ディーラー技術相談窓口担当者と振興会技術委員会委員による「技術
相談窓口担当者意見交換会」を開催しました。

その際、各ディーラー相談窓口の実態と要望を伺ったところ、次の通り現状は、各担当者か
ら同じような実態と要望がありましたので、再度次ページの『技術相談にあたっての厳守事項』
を確認のうえ、相談をお願いします。

今回、『技術相談にあたっての厳守事項』と『整備技術相談依頼書』の一部変更しましたので、
併せてお知らせします。なお、アンダーライン部分が変更箇所となります。

各ディーラー技術相談窓口の現状

・ＦＡＸなしで電話での問い合わせが非常に多い。
→回答するための資料などが準備できないため、回答に時間がかかってしまいます。また、

車両情報がなければ装備などもわからないため、どこを確認すればいいかの範囲が広くなっ
てしまいます。

・現車の点検、確認等を行わず、症状だけで答えを聞いてくる。
→担当者が実車を確認しているわけではないので、不具合部位の推定範囲を小さくするため

に、点検内容や問診内容が重要になります。その情報が少ないほど推定範囲は広くなります。
車の部品個数は約５万にもなります。その中から少しでも推定範囲を小さくしたいもので
す。

・相談時間外（昼休みや夜の業務時間外など）に問い合わせがある。

・問い合わせ者の都合で時間をせかされる。
→担当者の業務は相談窓口の対応だけではありません。自社の仕事を行いながら平行して相

談にのっていただいております。同時に行う業務も多数あります。時には出張もあります。
相談者の先にお客様が待っているのも知っています。相談者には相談者の、担当者には担
当者の都合があります。相談者、担当者、どちらも少しでも円満に話がすすむように、また、
ユーザーにご不便をかけないためにも、ルールを守りましょう！

厳守事項

ＦＡＸ前に担当者にＦＡＸを送る事を電話で伝え、ＦＡＸを送る。

ＦＡＸが届かない場合は、相談に応じません。

＊ 相談後は、結果を報告しましょう！  担当者も人間です。相談ルールを守り、結果の報告が
あれば、次回も丁寧に相談にのっていただけるでしょう！
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必ず守ってください！

技術相談にあたっての厳守事項

厳守事項を守らない方は、技術相談に応じられません。

１．事前に相談窓口担当者に電話し、これから『技術相談依頼書』（別紙）を FAX する

ことを伝えます。その際に 社名、担当者名 を申し出てください。ＦＡＸ
による事前相談がないと、相談に応じられません。

２．事前に 基本点検、ダイアグ診断 等を備え付けの整備マニュアルや技術

資料又はＦＡＩＮＥＳ（ファイネス：整備情報システム）で確認して点検を行い、『技

術相談依頼書』に必要事項（点検結果等）をもれなく記入し、相談窓口担当者にＦＡ

Ｘしてください。

３．相談は、上記２．で基本点検、ダイアグ診断等を行った、整備主任者、２級整備士で 

技術に関して詳しい方 が行ってください。

４．相談時間帯は、 午前10時～午後４時 までとし、昼食時（12時～13時）は

避けること。

５．相談内容は、原則として 15分以内 で行うこととします。

６．担当者が休みの場合があります。予めご了承ください。

７．取扱車種以外の相談、質問はしないでください。

８．タイミングベルト 及び セキュリティー関係（イモビライザ、スマー

トキー等）の相談は お断りします。（タイミングベルトは、商工組合でマニュ

アルをお買い求めいただくか、ＦＡＩＮＥＳにご加入ください。）

９．諸元・基準値及び整備料金に関する相談は、お断りします。

10．フリーダイヤルでの技術相談はお断りします。

11．整備マニュアル等自動車メーカーの著作物をコピー、ＦＡＸすることは自動車メー

カーの著作権を侵害する恐れがありますので、相談に当たって、これらを要求する

ことは厳に慎んでください。

12．相談後は、相談窓口担当者に結果報告とお礼のＦＡＸをしてください。
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Ⅳ．
整備技

術

関係情
報

当該技術相談は（一社）福岡県自動車整備振興会の
ご協力により情報提供を受けたものです。
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平成28年度　車検台数報告

（平成29年２月分）

Ⅴ．
統 計

・

資料関
係

登録自動車

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

２月 423 574 18,429 2,238 18,852 2,812 179,936 29,325

対前年同月比 122.6% 103.6% 104.9% 98.0% 105.3% 99.1% 101.8% 96.5%

前年同月 345 554 17,562 2,284 17,907 2,838 176,753 30,373

軽自動車

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

２月 408 195 16,397 3,512 16,805 3,707 150,097 34,861

対前年同月比 132.0% 99.0% 100.8% 103.4% 101.4% 103.1% 100.3% 98.9%

前年同月 309 197 16,259 3,398 16,568 3,595 149,652 35,250

登録車・軽

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

２月 831 769 34,826 5,750 35,657 6,519 330,033 64,186

対前年同月比 127.1% 102.4% 103.0% 101.2% 103.4% 101.3% 101.1% 97.8%

前年同月 654 751 33,821 5,682 34,475 6,433 326,405 65,623
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四国の自動車保有台数と販売状況（速報）
平成　��年　��月の29　 ２

四国運輸局

徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知 計

検
　
　
　
査
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 316,091 401,524 490,836 253,754 1,462,205
前 月 末 車 両 数 315,849 402,768 491,508 254,283 1,464,408

登
　
録
　
自
　
動
　
車

新
　
規
　
登
　
録

新
　
車

前　 月 1,650 1,855 2,406 1,324 7,235
当　 月 1,762 2,445 2,785 1,559 8,551
前 月 比 106.8 131.8 115.8 117.7 118.2

中
　
古

前　 月 378 491 491 250 1,610
当　 月 470 654 675 333 2,132
前 月 比 124.3 133.2 137.5 133.2 132.4

計
前　 月 2,028 2,346 2,897 1,574 8,845
当　 月 2,232 3,099 3,460 1,892 10,683
前 月 比 110.1 132.1 119.4 120.2 120.8

抹 消 登 録 2,117 2,627 2,910 1,414 9,068
管 轄 変 更（ 入 ） 722 1,284 1,179 437 3,622
管 轄 変 更（ 出 ） 829 1,477 1,443 705 4,454

小 型 二 輪 車　 増 減 －4 －48 －19 －27 －98
当 月 末 車 両 数 315,853 402,999 491,775 254,466 1,465,093

対 前 年 同 月 比 99.9 100.4 100.2 100.3 100.2
対 前 月 比 100.0 100.1 100.1 100.1 100.0

軽
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 307,905 383,660 530,425 311,391 1,533,381
前 月 末 車 両 数 309,026 385,929 532,478 312,237 1,539,670

検
査
対
象
軽
自
動
車

届
　
　
　
　
　
出

新
　
車

前　 月 1,130 1,811 2,027 1,302 6,270
当　 月 1,377 2,164 2,436 1,601 7,578
前 月 比 121.9 119.5 120.2 123.0 120.9

中
　
古

前　 月 337 392 494 366 1,589
当　 月 417 461 603 416 1,897
前 月 比 123.7 117.6 122.1 113.7 119.4

計
前　 月 1,467 2,203 2,521 1,668 7,859
当　 月 1,794 2,625 3,039 2,017 9,475
前 月 比 122.3 119.2 120.5 120.9 120.6

検 査 証 返 納 1,772 2,255 3,137 1,747 8,911
転 入・ 転 出 65 －51 159 －167 6

軽 二 輪 車　 増 減 －26 2 －50 0 －74
当 月 末 車 両 数 309,087 386,250 532,489 312,340 1,540,166

対 前 年 同 月 比 100.4 100.7 100.4 100.3 100.4
対 前 月 比 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0

総
　
合
　
計

前 年 同 月 末 車 両 数 623,996 785,184 1,021,261 565,145 2,995,586
前 月 末 車 両 数 624,875 788,697 1,023,986 566,520 3,004,078
当 月 末 車 両 数 624,940 789,249 1,024,264 566,806 3,005,259

対 前 年 同 月 比 100.15 100.52 100.29 100.29 100.32
対 前 月 比 100.01 100.07 100.03 100.05 100.04

小型二輪車増減欄は、当月の小型二輪車の増減車両数の差引値
検査対象軽自動車の転入・転出欄は、当月の検査対象軽自動車の転入・転出による増減車両数の差引値
軽二輪車増減欄は、当月の軽二輪車の転入・転出による増減車両数を除いた増減車両数の差引値（速報値）
総合計の対前年同月比及び対前月比は、変化が小さいため小数点以下第２位まで算出している
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Ⅵ.
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㈱日本政策金融公庫の貸付利率の
改訂について

　㈱日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂

されたのでお知らせいたします。

　詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「http://www.

jfc.go.jp/」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

　

記

貸付制度等 新利率（年利％） 旧利率（年利％） 実施日

基準利率
１. ２１

（１. １６～２. ３５）
１. ２１

（１. １６～２. １５）
３月10日

小規模事業者
経営改善資金

１. １６ １. １６

（注１）基準利率は、貸付期間５年以内の利率です。

（注２）基準利率の（　）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、

（　）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注３）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利Ｆ」の

利率です。

―�各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ�―
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。
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中小企業信用保険法第２条第５項第５号
（セーフティネット保証５号）に基づく
指定業種のお知らせ
（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

　中小企業庁より、平成29年度第１四半期（平成29年４月１日から６月30日）に対象とな

る指定業種が公表され、自動車一般整備業（自動車分解整備業を含む）が継続指定される

ことになりましたので、お知らせいたします。
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・
・
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（＋消費税）

　改正個人情報保護法が平成29年５月30日より全面施行されます。これまでは「保有する個人情報の

数が5,000以下の事業者」には個人情報保護法が適用されませんでしたが、今回の改正により「個人情報

を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象」となります。対策はお済でしょうか？数字ではわ

かりませんが、お客様との信頼関係、事業の継続に係わる大切な部分になると思います。

　さて、商工組合では、以前お送りしたカタログ　「パートナー９」45ページに「個人情報保護法対応ア

イデア商品」というのがあるのをご存じでしょうか？下記にそのページを記載させていただきますので、

今後の事業活動に是非ご活用ください。
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指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携
　　追録第16号発行のお知らせ

　自動車検査員必携・追録第16号（平成28年10月１日現在）

が発行されましたので、お知らせいたします。追録第15

号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合５番

窓口でお買い求めください。

　各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきま

すよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格　　１，０８０円（税込）
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組合員

（電話番号の掛け間違いにご注意ください）
会社：０９２－２９２－４４３９
携帯：０９０－８８３６－７７８４商品概要問合わせ先：㈲Ｄ１ケミカル　TEL：０９２－２９２－４４３９
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点検区分等 　

　 対 象 車 種

主　な　車　種　等

定期点検の間隔 車検証の 
有効期間

使用記録簿 
（車検）

月
か
３

３
表
別

月
か
３

４
表
別

月
か
６

５
表
別 １
　
　

年 ６
表
別 １
　
　

年 ７
表
別 初
　
　

回 降
以
目
回
２ 認

　
　

証

指
　
　

定

運　

送　

事　

業　

用

客
旅 普通・小型 バス、タクシー、ハイヤー ○ １年 1 8

軽 軽福祉タクシー ○ ２年 1 8

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

貨物運送事業者のトラック（３輪車含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 1 8
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 2 9
軽（旅客を除く） ● ２年 6 11
二輪 ● 3年 2年 7 12

柩
霊 通常タイプ 霊柩車 ○ ２年 1 8

定員11名以上 霊柩車バス形状 ○ １年 1 8

自　

家　

用

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

トラック（３輪車を含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11
定員11名以上 バス、マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車（大人換算10名以下） ○ １年 3 10

用
乗

普通・小型
一般の乗用車（マイカー）

● 3年 2年 5 11
軽 ● 3年 2年 6 11
三輪 ○ ２年 3 10

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ● 3年 2年 7 12

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ● な　し 7

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 8t以上○ ○ ２年 1又は3 8又は10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、 

コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、 
冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9

車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ ２年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ ２年 3 10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 3

レ　

ン　

タ　

カ　

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上
トラック（３輪車を含む）

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10
定員11名以上 マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車 ○ １年 1 8

乗
　
用

普通・小型
一般の乗用車（マイカー型）

○ 2年 1年 3 10
軽 ○ ２年 3 10
三輪 ○ 2年 1年 1 8

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ○ な　し 3

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 タンク車、冷蔵冷凍車等 ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ 2年 1年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 1

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表
２０１３.９

※別表３　　事業用等
　別表４　　被牽引自動車
　別表５　　自家用貨物等
　別表６　　自家用乗用等
　別表７　　小型二輪等

※記録簿　 認証 …№１ 事業用等・№２ 被牽引自動車・№３ 自家用貨物等・№４ 自家用乗用等（1年）・
　　　　　 　　 　№５ 自家用乗用等（2年）・№６ 自家用乗用等（軽）・№７ 二輪自動車
　　　　　 指定 …№８ 事業用等・№９ 被牽引自動車・№ 10 自家用貨物等・№ 11 自家用乗用等・№ 12 二輪自動車
　

　　　　　　 点検基準は別表４、記録簿は認証が№２、指定が№９
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※４足未満で事業場へ直送をご希望の場合は、送料がかかります。送料：800円（税別）

７,７００ ７,７００ １４,１００

７,４００ ７,４００ ８,４００
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